
主任技術者及び監理技術者の雇用関係について 

平成 16年 9月制定 

平成 28年 5月改正 

平成 29年 7月改正 

令和 6年 6月改正 

 

茨城町では、建設工事の適正な施工を確保するため、当町の発注する建設工事に配置

する主任技術者及び監理技術者について、監理技術者制度運用マニュアル改正に伴い、

下記のとおり改正し、令和６年７月１日以降に当初契約する工事から取扱います。 

 

記 

１ 主任技術者及び監理技術者等の適正配置について 

  町発注工事における専任の主任技術者及び監理技術者の所属建設業者との雇用関

係の確認については、直接的かつ恒常的（３ヶ月以上）な雇用関係が必要となります。 

 

 （１）対象工事（建設業法施行令（昭和３１年政令第２７３号）第２７条第１項） 

   ・建築工事一式 請負代金額 ８，０００万円以上 

   ・その他の工事 請負代金額 ４，０００万円以上 

  

 （２）直接的な雇用関係 

   配置予定技術者とその当該建設業者との間に、第三者の介入する余地のない雇用

に関する権利義務関係が存在することをいい、在籍出向者、派遣社員については，

直接的な雇用関係とはいいません。 

 

 （３）恒常的な雇用関係 

   ・一般競争入札については、競争参加資格申請期限 

   ・公募型指名競争入札については、入札参加申込のあった日 

   ・指名競争入札については、入札執行日 

   を含め３ヶ月以上の雇用関係があることです。 

   ・例外的な取扱いについては、監理技術者制度運用マニュアル二－四に基づく 

 

 （４）雇用確認の書類 

   様式第１号に下記のいずれかの書類の写しを添付の上、提出して下さい。 

  ① 監理技術者証（所属会社名が一致しているもの） 

   ② 健康保険被保険者証（所属会社名が記載されているもの） 

   ③ 雇用保険被保険者証又は雇用保険資格取得等確認通知書（被保険者通知用） 

   ④ 住民税特別徴収税額の通知書又は変更通知書 

   ⑤ 給与所得の源泉徴収票 

   ⑥ 技術職員名簿（経営事項審査） 

  



 （５）確認時期 

   ① 一般競争入札 競争参加資格確認申請時 

   ② 公募型指名競争入札 入札参加申込のあった日 

   ③ 指名競争入札 入札を執行した日 

 

２ 周知 

  入札公告、入札実施案内、工事入札通知書へ付記し参加者へ周知する。 

 

３ 指名競争入札時の事務処理 

  指名競争入札における事務処理は次のとおりとする。 

 （１）入札執行時に、予定価格内の最低価格者に対し、配置予定技術者届書（様式第

１号）により確認する。 

 （２）最低価格者が、確認書類の持参を失念した場合は、「保留」とし、早急に日時

を指定して配置予定技術者届書を提出させ確認する。 

 （３）最低価格者が技術者の直接的かつ恒常的雇用関係を確認する書類が提示出来な

い場合 

  ① 直接的かつ恒常的雇用関係にある技術者を工事現場に配置できない者が入札

し、かつ最低価格者である場合は、当該建設業者に対し、「技術者の直接的かつ

恒常的雇用関係に関する条件に違反するため落札者としない」と口頭で通告する。 

  ② 次順位者が予定価格内であれば、上記（1）～（3）の確認を行って落札者とす

る。 

  ③ 次順位者が予定価格を上回っている場合は、入札不調とし、再度入札に付する。 

  ④ 最低価格者が、確認書類の持参を失念し保留とされた者が、指定する日時まで

に確認書類を提示できない場合で、次順位者が予定価格を上回っている場合は

「入札不調」となった旨を各入札参加者に通知し、再度入札に付する。 

 

４ その他 

  随意契約による場合は、上記を準用し雇用関係を確認する。 

    

以上 


